
 

政 革 第 １ ７ ４ 号 

令和８年(2026 年) １月 27 日 

 

 

枚方市立御殿山・菅原生涯学習市民センター・図書館 

指定管理者評価委員会  会長 

 

枚方市長  伏 見  隆    

 

 

枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センタ

ー・菅原図書館指定管理者のモニタリングに係る外部評価について（諮問） 

 

 

枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センタ

ー・菅原図書館指定管理者のモニタリングに係る外部評価にあたり、枚方市公の施設における指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年枚方市条例第２８号）第９条第２項に規定する

評価を適正に行うため、下記のとおり諮問いたします。 

 

 

記 

 

 

 

【諮問する内容】 枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原

生涯学習市民センター・菅原図書館指定管理者のモニタリングが適正に行

われているかの評価（外部評価）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（公印） 

写 



 

教 総 政 第 1 8 0 3 - 2 号 

令和８年(2026 年) １月 27 日 

 

 

枚方市立御殿山・菅原生涯学習市民センター・図書館 

指定管理者評価委員会  会長 

 

枚方市教育委員会    

 

 

枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センタ

ー・菅原図書館指定管理者のモニタリングに係る外部評価について（諮問） 

 

 

枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センタ

ー・菅原図書館指定管理者のモニタリングに係る外部評価にあたり、枚方市公の施設における指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年枚方市条例第２８号）第９条第２項に規定する

評価を適正に行うため、下記のとおり諮問いたします。 

 

 

記 

 

 

 

【諮問する内容】 枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原

生涯学習市民センター・菅原図書館指定管理者のモニタリングが適正に行

われているかの評価（外部評価）について 

 

 

 

 

 

 

  

 

（公印） 

写 


